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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
広角端から望遠端までの間でズーム停止可能な位置を第１のパターンで配置して第１の操
作部材により変更可能な第１のズーム制御モードと、ズーム停止可能な位置の数が前記第
１のパターンより少ない第２のパターンでズーム停止可能な位置を広角端から望遠端まで
の間で配置して第２の操作部材により変更可能な第２のズーム制御モードとを有する撮像
装置であって、
撮影モード終了時のズーム位置を記憶するズーム位置記憶手段と、
撮影モード開始時に、前記ズーム位置記憶手段により記憶されたズーム位置にズーム移動
する自動ズーム移動手段と、
前記第１の操作部材により第１のズーム制御モードでズーム位置を変更する際に、前記自
動ズーム移動手段によるズーム移動を禁止する自動ズーム移動禁止手段と、
前記第２の操作部材により第２のズーム制御モードでズーム位置を変更する際に、前記自
動ズーム移動手段によるズーム移動を許可する自動ズーム移動許可手段と、を有すること
を特徴とする撮像装置。
【請求項２】
広角端から望遠端までの間でズーム停止可能な位置が第１のパターンで配された態様で、
表示部の撮像画像の画角を第１の操作部材により変更可能な第１のズーム制御モードと、
ズーム停止可能な位置の数が前記第１のパターンより少ない第２のパターンで該ズーム停
止可能な位置が配された態様で、表示部の撮像画像の画角を第２の操作部材により変更可
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能な第２のズーム制御モードとを有する撮像装置であって、
撮影モード終了時のズーム位置を記憶するズーム位置記憶手段と、
撮影モード開始時に、前記ズーム位置記憶手段により記憶されたズーム位置にズーム移動
する自動ズーム移動手段と、
前記第１の操作部材により第１のズーム制御モードでズーム位置を変更する際に、前記自
動ズーム移動手段によるズーム移動を禁止する自動ズーム移動禁止手段と、
前記第２の操作部材により第２のズーム制御モードでズーム位置を変更する際に、前記自
動ズーム移動手段によるズーム移動を許可する自動ズーム移動許可手段と、を有すること
を特徴とする撮像装置。
【請求項３】
前記自動ズーム移動禁止手段により、記憶されたズーム位置にズーム移動しない場合と、
前記自動ズーム移動許可手段により、記憶されたズーム位置にズーム移動する場合とで、
撮影モード開始時の動作を変更することを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置
。
【請求項４】
前記第２のズーム制御モードが有効な第１の撮影モードにおいて、前記第２の操作部材に
よりズーム位置を変更して撮影モードを終了した後、前記第２のズーム制御モードが無効
な第２の撮影モードにおいて撮影モードを開始する際、前記ズーム位置記憶手段により記
憶されたズーム位置にズーム移動しないことを特徴とする請求項１または２に記載の撮像
装置。
【請求項５】
広角端から望遠端までの間でズーム停止可能な位置を第１のパターンで配置して第１の操
作部材により変更可能な第１のズーム制御モードと、ズーム停止可能な位置の数が前記第
１のパターンより少ない第２のパターンでズーム停止可能な位置を広角端から望遠端まで
の間で配置して第２の操作部材により変更可能な第２のズーム制御モードとを有する撮像
方法であって、
前記第１の操作部材により第１のズーム制御モードでズーム位置を変更して撮影モードを
終了する際、次の撮影モード開始時に所定のズーム位置にズーム移動するステップと、
前記第２の操作部材により第２のズーム制御モードでズーム位置を変更して撮影モードを
終了する際、撮影モード終了時のズーム位置を記憶するステップと、
次の撮影モード開始時に前記記憶されたズーム位置にズーム移動するステップと、を有す
ることを特徴とする撮像方法。
【請求項６】
広角端から望遠端までの間でズーム停止可能な位置が第１のパターンで配置された態様で
、表示部の撮像画像の画角を第１の操作部材により変更可能な第１のズーム制御モードと
、ズーム停止可能な位置の数が前記第１のパターンより少ない第２のパターンで該ズーム
停止可能な位置が配置された態様で、表示部の撮像画像の画角を第２の操作部材により変
更可能な第２のズーム制御モードとを有する撮像方法であって、
前記第１の操作部材により第１のズーム制御モードでズーム位置を変更して撮影モードを
終了する際、次の撮影モード開始時に所定のズーム位置にズーム移動するステップと、
前記第２の操作部材により第２のズーム制御モードでズーム位置を変更して撮影モードを
終了する際、撮影モード終了時のズーム位置を記憶するステップと、
次の撮影モード開始時に前記記憶されたズーム位置にズーム移動するステップと、を有す
ることを特徴とする撮像方法。
【請求項７】
前記ズーム移動は、光学ズームと電子ズームのうちの少なくとも一方で実行することを特
徴とする請求項５または６に記載の撮像方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、撮像装置及び方法に関し、特にズーム機能を備える撮像装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
従来の光学ズーム機能を備えるデジタルカメラにおいて、ユーザは所望の画角により撮影
を行うことが可能である。光学ズームの一つの機能として、ズームレバーの操作開始のタ
イミングで広角端から望遠端までの間を連続的にズーム移動し、ズームレバーの操作停止
のタイミングでズーム移動を停止することで所望の画角を得る方法（以下、通常ズーム）
がある。光学ズームのもう一つの機能として、広角端から望遠端までの間で段階的に定め
られた焦点距離のうち、所望の焦点距離を指定することにより、指定された焦点距離にズ
ーム移動する方法（以下、ステップズーム）がある。通常ズームは、撮影シーンに応じて
画角を調整しながら撮影することに優れており、ステップズームは、焦点距離を意識した
画角での撮影を行う場合に便利である。
【０００３】
一般的に、撮影シーンに応じて画角を調整しながら撮影する場合は、カメラの電源オン時
にズーム位置が広角端となっている方が使い勝手が良い。一方で、同じ画角で繰り返し撮
影する際には、カメラの電源オン時に自動的に所定のズーム位置にズーム移動する方が効
率が良い。そこで、カメラの電源オフ時にズーム位置を記憶し、次の電源オン時に自動的
に、記憶したズーム位置にズーム移動する方法が提案されている。また、ユーザの所望の
タイミングでズーム位置を記憶する方法も提案されている。特許文献１では、通常ズーム
を行うモードとステップズームを行うモードのどちらかを選択する方法が開示されている
。特許文献２では、カメラの電源オフ時にズーム位置を記憶する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平２－６８５０７号公報
【特許文献２】特開２００８－１７０６６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかし、上述の特許文献２に開示された従来技術は、電源オン時に常に記憶されたズーム
位置にズーム移動するため、撮影シーンに応じて画角を調整しながら撮影する場合には不
向きである。また、ユーザの所望のタイミングでズーム位置を記憶する方法も、ユーザの
操作が必要となるため、効率的でない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記課題に鑑み、本発明の撮像装置は次の特徴を有する。すなわち、広角端から望遠端ま
での間でズーム停止可能な位置を第１のパターンで配置して第１の操作部材により変更可
能な第１のズーム制御モードと、ズーム停止可能な位置の数が前記第１のパターンより少
ない第２のパターンでズーム停止可能な位置を広角端から望遠端までの間で配置して第２
の操作部材により変更可能な第２のズーム制御モードとを有する。或いは、広角端から望
遠端までの間でズーム停止可能な位置が第１のパターンで配された態様で、表示部の撮像
画像の画角を第１の操作部材により変更可能な第１のズーム制御モードと、ズーム停止可
能な位置の数が前記第１のパターンより少ない第２のパターンで該ズーム停止可能な位置
が配された態様で、表示部の撮像画像の画角を第２の操作部材により変更可能な第２のズ
ーム制御モードとを有する。そして、本撮像装置は、撮影モード終了時のズーム位置を記
憶するズーム位置記憶手段と、撮影モード開始時に、前記ズーム位置記憶手段により記憶
されたズーム位置にズーム移動する自動ズーム移動手段と、前記第１の操作部材により第
１のズーム制御モードでズーム位置を変更する際に、前記自動ズーム移動手段によるズー
ム移動を禁止する自動ズーム移動禁止手段と、前記第２の操作部材により第２のズーム制
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御モードでズーム位置を変更する際に、前記自動ズーム移動手段によるズーム移動を許可
する自動ズーム移動許可手段と、を有する。また、上記課題に鑑み、本発明の撮像方法は
、前記第１の操作部材により第１のズーム制御モードでズーム位置を変更して撮影モード
を終了する際、次の撮影モード開始時に所定のズーム位置にズーム移動するステップと、
前記第２の操作部材により第２のズーム制御モードでズーム位置を変更して撮影モードを
終了する際、撮影モード終了時のズーム位置を記憶するステップと、次の撮影モード開始
時に前記記憶されたズーム位置にズーム移動するステップと、を有する。ここで、前記ズ
ーム移動は、光学ズームと電子ズームのうちの少なくとも一方で実行される。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、撮影シーンに応じて画角を調整しながら撮影する場合と、同じ画角で繰
り返し撮影する場合の両方において、使い勝手の良いズーム位置にズーム移動することを
可能にしたデジタルカメラなどの撮像装置などを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施例の撮像装置及び方法の動作を示すフローチャート。
【図２】本発明の実施例の撮像装置の構成を示すブロック図。
【図３】本発明の実施例の表示手段による異なる表示例を示す概要図。
【図４】本発明の他の実施例の撮像装置及び方法の動作を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
以下、本発明の実施形態を説明する。本発明の重要な点は、上述の第１及び第２のズーム
制御モードを備えることである。そして、第１のズーム制御モードでズーム位置を変更し
て撮影モードを終了する際は、次の撮影モード開始時に自動で所定のズーム位置にズーム
移動し、第２のズーム制御モードでズーム位置を変更して撮影モードを終了する際は、次
の撮影モード開始時に自動で以前の該第２のズーム制御モードが有効な撮影モード時に記
憶されたズーム位置にズーム移動することである。ズーム制御モードにおいて、光学ズー
ムで実行される場合は、ズームレンズの位置の観点から見て、前記第１或いは第２のパタ
ーンで配された態様で、ズームレンズのズーム停止可能な位置が操作部材により変更可能
である。また、ズーム制御モードにおいて、電子ズームで実行される場合は、表示部の撮
像画像の画角の観点から見て、前記第１或いは第２のパターンで配された態様で、表示部
の撮像画像の画角が操作部材により変更可能である。こうした考え方に基づいて、本発明
の撮像装置及び方法の基本的な形態は、上述した構成を有する。この基本的な形態を基に
、次に述べる様な実施形態が可能である。前記自動ズーム移動禁止手段により、記憶され
たズーム位置にズーム移動しない場合と、前記自動ズーム移動許可手段により、記憶され
たズーム位置にズーム移動する場合とで、撮影モード開始時の動作を変更することができ
る。例えば、後者の場合は、広角端から望遠端までの間のどの焦点距離ないし画角にズー
ム移動されるかを示す（後述の第２の実施例参照）。また、第２のズーム制御モードが有
効な第１の撮影モードにおいて、前記第２の操作部材によりズーム位置を変更して撮影モ
ードを終了した後、第２のズーム制御モードが無効な第２の撮影モードにおいて撮影モー
ドを開始する際、前記ズーム位置記憶手段により記憶されたズーム位置にズーム移動しな
い様にできる（後述の第３の実施例参照）。
【００１０】
本発明の実施例を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。
（第1の実施例）
図１～図３を参照して、本発明の第1の実施例による撮像装置及び方法の構成と動作につ
いて説明する。撮像装置２００の構成を示す図である図２において、２００は撮像装置で
ある。２０１は、撮像装置２００全体を制御するシステム制御回路である。システム制御
回路２０１は、上述の自動ズーム移動手段、自動ズーム移動禁止手段、自動ズーム移動許
可手段である各機能実行手段を含む。２０２はズームレンズである。２０３は、ズームレ
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ンズ２０２のズーミングを制御するズーム制御手段である。２０４は、システム制御回路
２０１の動作用の定数、変数プログラム等を記憶するメモリである。２０５は、システム
制御回路２０１でのプログラムの実行に応じて、文字、画像、音声等を用いて動作状態や
メッセージ等を報知する液晶表示装置、スピーカー等の表示部ないし報知部である。表示
部２０５は、撮像装置２００の操作部材近辺の視認しやすい位置に単数或いは複数設置さ
れ、例えば、ＬＣＤやＬＥＤ、発音素子等の組み合わせにより構成されている。表示部２
０５の報知内容のうち、ＬＣＤ等に表示するものとしては、次の様なものがある。すなわ
ち、シングルショット／連写撮影表示、セルフタイマー表示、圧縮率表示、記録画素数表
示、記録枚数表示、撮影可能残枚数表示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補
正表示、フラッシュ表示、赤目緩和表示、マクロ撮影表示、ブザー設定表示、時計用電池
残量表示、電池残量表示、エラー表示、複数桁の数字による情報表示、日付・時刻表示、
等がある。
【００１１】
２０６は、電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、例えば、ＦｌａｓｈＲＯＭ
等が用いられる。２０７及び２０８は、システム制御回路２０１の各種の動作指示を入力
するための操作部材を含む操作手段であり、スイッチやダイアル、タッチパネル、視線検
知によるポインティング、音声認識装置等の単数或いは複数の組み合わせで構成される。
【００１２】
これらの操作手段２０７、２０８の具体的な説明を行う。２０７は、例えば、モードダイ
アルスイッチで、電源オフ、自動撮影モード、撮影モード（オートモード、プログラムＡ
Ｅモード等を含む）、再生モード、マルチ画面再生・消去モード、ＰＣ接続モード等の各
機能モードを切り替え設定することができる。２０８は、例えば、各種ボタンやタッチパ
ネル等からなる操作部である。ズームレバー、コントローラリング、メニューボタン、セ
ットボタン、マクロボタン、マルチ画面再生改ページボタン、フラッシュ設定ボタン、単
写/連写/セルフタイマー切り替えボタン、メニュー移動＋（プラス）ボタン、メニュー移
動－（マイナス）ボタン、再生画像移動＋（プラス）ボタン、再生画像－（マイナス）ボ
タン、撮影画質選択ボタン、露出補正ボタン、日付/時間設定ボタン等がある。操作部２
０８に含まれる第１の操作部材であるズームレバーは、操作開始のタイミングで、例えば
、広角端から望遠端までの間を連続的にズーム移動し、操作停止のタイミングでズーム移
動を停止する（通常ズーム）。すなわち、第１の操作部材であるズームレバーは、広角端
から望遠端までの間でズーム停止可能な位置を第１のパターン（ここでは連続的）で配置
した第１のズーム制御モードをシステム制御回路２０１を介して実行する。図３（ａ）は
、通常ズーム時のＬＣＤ表示の一例を示す。広角端から望遠端までの間のどのズーム位置
にあるかが示されている。
【００１３】
更に、操作部２０８に含まれる第２の操作部材であるコントローラリングは、リングの回
転量に応じて様々な設定値を変更することができる。コントローラリングで変更できる設
定項目として、ＩＳＯ感度、露出補正値、ピント位置、ＷＢ補正値、ズーム位置等がある
。撮影モードに応じて、コントローラリングで変更できる設定項目は決まっており、どの
設定項目を変更するかをユーザは予め選択することができる。コントローラリングにより
ズーム位置を変更する場合について説明する。広角端から望遠端までの間で、予め代表的
な焦点距離（２８ｍｍ、３５ｍｍ、５０ｍｍ、８５ｍｍ、１０５ｍｍ等）を段階的に定め
ておく。コントローラリングを操作することで、代表的な焦点距離のうち一つを指定し、
指定された焦点距離にズーム移動する（ステップズーム）。すなわち、第２の操作部材の
コントローラリングは、ズーム停止可能な位置の数が前記第１のパターンより少ない第２
のパターンでズーム停止可能な位置を広角端から望遠端までの間で配置した第２のズーム
制御モードをシステム制御回路２０１を介して実行する。図３（ｂ）は、ステップズーム
時のＬＣＤ表示の一例を示す。広角端から望遠端までの間のどの焦点距離にズーム移動さ
れるかが示されている。通常ズームは、撮影シーンに応じて画角を調整しながら撮影する
ことに優れているのに対して、ステップズームは、焦点距離を意識した画角での撮影を行



(6) JP 5330148 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

う場合に便利である。
【００１４】
以下、図１を参照して、本実施例の動作を説明する。撮像装置２００が撮影モードを開始
すると、Ｓ１００において自動ズーム移動許可フラグがＯＮであるかどうかを判定し、自
動ズーム移動許可フラグがＯＮである場合はＳ１０１に進み、ＯＮでない場合はＳ１０２
に進む。ここで、自動ズーム移動許可フラグとは、撮影モード開始時にズームレンズ２０
２をあらかじめ記憶されたズーム位置に移動するかどうかを判定するためのフラグであり
、撮影モード終了時に不揮発性メモリ２０６に記憶している。Ｓ１０１では、ズームレン
ズ２０２を、記憶されたズーム位置へ移動して、Ｓ１０２へ進む。ここで、記憶されたズ
ーム位置とは、撮影モード開始時にズームレンズ２０２をどのズーム位置に移動するかを
記憶するものであり、撮影モード終了時に不揮発性メモリ２０６に記憶している。Ｓ１０
０において自動ズーム移動許可フラグがＯＮでない場合は、ズームレンズ２０２は所定の
位置（典型的には、広角端の位置）にもたらされる。Ｓ１０２では、ズームレバー等によ
る通常ズーム操作が行われたかどうかを判定し、通常ズーム操作が行われた場合はＳ１０
３に進み、通常ズーム操作が行われない場合はＳ１０４に進む。Ｓ１０３では、通常ズー
ムによるズームレンズ２０２の移動を行うと共に、自動ズーム移動許可フラグをＯＦＦに
変更し、Ｓ１０４に進む。なお、自動ズーム移動許可フラグを変更する際は、直接不揮発
性メモリ２０６を書き換えるのではなく、一時記憶用としてメモリ２０４を使用する。
【００１５】
Ｓ１０４では、コントローラリング等によるステップズーム操作が行われたかどうかを判
定し、ステップズーム操作が行われた場合はＳ１０５に進み、ステップズーム操作が行わ
れない場合はＳ１０６に進む。Ｓ１０５では、ステップズームによるズームレンズ２０２
の移動を行うと共に、自動ズーム移動許可フラグをＯＮに変更し、Ｓ１０６に進む。ここ
でも、自動ズーム移動許可フラグを変更する際は、直接不揮発性メモリ２０６を書き換え
るのではなく、一時記憶用としてメモリ２０４を使用する。Ｓ１０６では、モードダイア
ルスイッチ２０７等の操作により現在の撮影モードを終了するかどうかを判定し、撮影モ
ードを終了しない場合はＳ１０２に戻る。Ｓ１０６において撮影モードを終了する場合は
、Ｓ１０７に進む。
【００１６】
Ｓ１０７では、自動ズーム移動許可フラグがＯＮであるかどうかを判定し、自動ズーム移
動許可フラグがＯＮである場合はＳ１０８に進み、ＯＮでない場合はＳ１０９に進む。Ｓ
１０８では、これより前のステップズーム操作において達成された現在のズーム位置を不
揮発性メモリ２０６に記憶してＳ１０９に進む。Ｓ１０９では、メモリ２０４内に一時記
憶していた自動ズーム移動許可フラグの状態を、不揮発性メモリ２０６に記憶して撮影モ
ードを終了する。
【００１７】
以上に説明した様に、本実施例によれば、通常ズームを使用して撮影モードを終了した場
合には次の撮影モード開始時にズーム位置は自動で、例えば、広角端となり、ステップズ
ームを使用して撮影モードを終了した場合には次の撮影モード開始時に自動で前回と同じ
ズーム位置となる。したがって、撮影シーンに応じて画角を調整しながら撮影する場合に
は通常ズームを使用し、同じ画角で繰り返し撮影する場合にはステップズームを使用する
ことができ、使い勝手の良いズーム位置にズーム移動することが可能となる。
【００１８】
（第２の実施例）
次に、図４（ａ）を参照して、本発明の第２の実施例による撮像装置及び方法について説
明する。本実施例の撮像装置の動作を示すフローチャートである図４（ａ）において、Ｓ
１０２以降は、図１と同様である。Ｓ１０１では、ズームレンズ２０２を、記憶されたズ
ーム位置へ移動してＳ３００へ進む。Ｓ３００では、現在のズーム位置に相当する焦点距
離を表示部２０５に表示し、Ｓ１０２へ進む。ここで、表示部２０５に表示する内容とし
て、図３（ｂ）の様にステップズーム動作時の表示を行っても良いし、単に現在の焦点距
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離のみの表示を行っても良い。
【００１９】
以上に説明した様に、本実施例によれば、撮影モード開始時にズーム位置が記憶されてい
ること、及び記憶されているズーム位置がどこであるかが把握しやすくなり、使い勝手が
向上する。
【００２０】
（第３の実施例）
次に、図４（ｂ）を参照して、本発明の第３の実施例による撮像装置及び方法について説
明する。本実施例の撮像装置の動作を示すフローチャートである図４（ｂ）において、Ｓ
１００以降は、図１と同様である。撮像装置２００が撮影モードを開始すると、Ｓ４００
においてステップズームが有効なモードであるかどうかを判定し、ステップズームが有効
なモードの場合はＳ１００へ進む。Ｓ４００においてステップズームが有効なモードでな
い場合は、Ｓ４０１へ進み自動ズーム移動許可フラグをＯＦＦに変更する。
【００２１】
ここで、ステップズームが有効なモードとは、コントローラリングの操作でステップズー
ムが可能なモードを指す。また、ステップズームが有効でないモードとは、コントローラ
リングで変更できる設定項目がズーム位置以外（ＩＳＯ感度、露出補正値、ピント位置、
ＷＢ補正値等）であるモードを指す。例えば、撮影モードがオートモード時はコントロー
ラリングでステップズームを行い、撮影モードがプログラムＡＥモード時はコントローラ
リングでＩＳＯ感度を変更する場合について説明する。オートモード時にステップズーム
を行い、ズーム位置を記憶して電源をＯＦＦする。その後、プログラムＡＥモードにおい
て電源をＯＮすると、ステップズームが有効でないモードであるため、記憶したズーム位
置へのズーム移動は行わない。
【００２２】
以上に説明した様に、本実施例によれば、ステップズームが有効なモードにおいてのみ、
記憶したズーム位置へのズーム移動が可能となる。
【００２３】
以上、本発明の実施例について説明したが、本発明はこれらの実施例に限定されず、その
要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。例えば、ズーム機能は電子ズームでも
実行することができる。一例として、所定の焦点距離まではズームレンズを移動させて光
学ズームを実行し、それ以降のズーム機能は電子ズームで実行するという方式がある。す
なわち、ズーム機能は光学ズームと電子ズームのうちの少なくとも一方で実行される。ま
た、通常ズーム（第１のズーム制御モード）では、必ずしも連続的にズーム移動可能でな
くてもよく、ステップズーム（第２のズーム制御モード）より狭い間隔で段階的にズーム
移動可能である様なズーム制御モードであってもよい。
【００２４】
また、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の実
施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明
に含まれる。上述の実施例の一部を適宜組み合わせてもよい。また、上述の実施例の機能
を実現するソフトウェアのプログラムを、記録媒体から直接、或いは有線／無線通信を用
いて、プログラムを実行可能なコンピュータを有するシステム又は装置に供給し、そのプ
ログラムを実行する場合も本発明に含まれる。従って、本発明の機能処理（上述のズーム
位置記憶手段、自動ズーム移動手段、自動ズーム移動禁止手段、自動ズーム移動許可手段
で実行される各機能）をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給、インス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明の機
能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明に含まれる。その場合、プ
ログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより実行されるプ
ログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態は問わない。プログラ
ムを供給するための記録媒体としては、例えば、ハードディスク、磁気テープ等の磁気記
録媒体、光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導体メモリなどを使用できる。また、プログ
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ラムの供給方法としては、コンピュータネットワーク上のサーバに本発明を構成するコン
ピュータプログラムを記憶し、接続のあったクライアントコンピュータがコンピュータプ
ログラムをダウンロードしてプログラムする様な方法も考えられる。
【符号の説明】
【００２５】
２００：撮像装置、２０１：システム制御回路（自動ズーム移動手段、自動ズーム移動禁
止手段、自動ズーム移動許可手段）、２０２：ズームレンズ、２０３：ズーム制御手段（
自動ズーム移動手段）、２０６：不揮発性メモリ（ズーム位置記憶手段）、２０７：モー
ドダイアル、２０８：操作部（第１の操作部材、第２の操作部材）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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